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議 題 

建築同意第１号 

近隣商業地域内における自動車修理工場の用途に供する建築

物の許可について（建築基準法第48条第９項ただし書き） 

会議録署名人 
大澤義明 亀田道子 

江原秀明 
確定年月日 令和元年９月 10 日 

会 

議 

次 

第 

１ 開会 

２ 建築審査会長挨拶 

３ 都市計画部長挨拶 

４ 議案審議 

建築同意第１号 

５ 報告 

敷地と道路との関係に関する許可について 

６ その他 

  (1) 建築基準法令等の一部改正について 

  (2) 市内の建築物の動向について 

７ 閉会 



 

【 審議内容 】 

 

＜開会＞ 

 

＜建築審査会長挨拶＞ 

 

＜都市計画部長挨拶＞ 

 

＜定数報告＞ 

つくば市建築審査会条例第４条第２項の規定により、会議開催の定数に達してい

る。 

 

○会長 

建築同意第１号について事務局からご説明お願いします。 

 

○事務局説明 

建築同意第１号の建築基準法第 48 条第９項ただし書きの規定に基づく許可につ

いてご説明いたします。よろしくお願いいたします。 

それでは、議案書を朗読した後、詳細をご説明いたします。 

 

＜議案書朗読＞ 

 

Ａ４カラー印刷の資料２ページ目が敷地の案内図となります。図中央付近の赤太

枠で囲われた部分が今回の申請敷地です。申請敷地は近隣商業地域で、また、島名

・福田坪地区の地区計画がかかっており、申請敷地及び幹線道路沿いの周辺敷地は

沿道サービス地区に指定されております。 

３ページ目が敷地の現況図です。敷地から 100 メートルの利害関係者の範囲が赤

太線になります。敷地および周辺敷地は、茨城県で区画整理事業中のため、一戸建

ての住宅２戸が建っておりますが、今年度中にはこれらも区画整理により他に移転

する予定です。 



 

４ページ目が公聴会の開催結果です。2019 年６月 28 日に市民ホールやたべにて

行いましたが、出席者はいませんでした。また、事前に行った住民説明でも、特に

計画に対する意見はございませんでした。 

次に５ページ目をご覧ください。区画整理事業の土地利用計画図と現在の周辺写

真でございます。申請敷地は北側および東側が幅員 30 メートルの都市計画道路に面

し、沿道サービス施設を誘導するエリアとなっております。また、西側は幅員９メ

ートルの道路と調節池となっており、敷地南側は地区計画で住宅の建築が制限され

ており、敷地に近接して住宅が建ち並ぶおそれのないエリアとなっております。 

続いて、今回の計画は新築になりますので、敷地選定の理由について説明させて

いただきます。 

まず６ページ目が選定理由①で、出店候補地周辺で用途地域上立地可能な工業系

地域で、サービス店舗に適した幹線道路沿いの敷地や、店舗に適した規模の敷地が

無かったためです。 

次に７ページ目が選定理由②で、幹線道路沿いで自動車販売店舗の沿道サービス

店舗による土地利用が現に進行しているエリアで、店舗立地に適した敷地であった

ためです。参考に載せておりますが、国では、幹線道路沿いの住居系用途地域おけ

る自動車修理工場の立地に関する技術的助言がございます。本日配布の参考資料①

と②です。今回の敷地は近隣商業地域で住居系の用途地域ではありませんが、商業

系でより立地に適した用途地域になりますし、この基準を参考に考慮された計画と

なっております。参考資料③については、この後、海老澤主査の方から法改正につ

いて説明がありますので、そちらの資料で説明させていただきます。 

続いて、８ページ目、計画概要です。配置図の計画建物１に今回許可を要する作

業場があります。また、周辺環境に配慮し、幹線道路沿いに敷地の 10 パーセント以

上の緑地を確保した計画となっております。 

 次に９ページ目、許可申請理由です。自動ブレーキや自動駐車システムなど新た

な技術の安全確保のため、道路運送車両法の一部改正が閣議決定され、2020 年以降

これらの新たな技術搭載車は、特定整備工場として認証を取得した工場でないと車

検が受けられなくなります。そのため、新たな技術の整備できる検査スペースを確

保し、道路運送車両法の改正を見据えた認証工場とすることが申請理由です。 

10 ページ、道路運送車両法では、従来の整備項目を分解整備とし、新たな技術で



 

ある自動運行装置を含めた整備を特定整備としています。 

11 ページ、本計画ではパターン③の従来の整備に加えて、新たな技術の整備がで

きる工場とすることを目指しています。 

12 ページ、実際に行う作業はエーミング作業というものを行います。これは自動

ブレーキに必要なセンサーの点検を行うものです。この作業には、床が平坦で広い

空間が求められます。 

13 ページ、本計画では通路部分をエーミング作業として利用する計画です。 

14 ページ、センサーの点検には８メートル×８メートルの空間があれば対応可能

です。 

続いて、本計画は工場に該当するため、環境面では騒音に配慮した計画としてい

ます。境界線から離隔距離の確保、低騒音・低振動型の原動機等の使用、早朝夜間

の作業を実施しないなどにより、近隣への配慮をしております。本工場はつくば市

の騒音規制基準対象ではありませんが、作業場、洗車場で使用する機器の騒音発生

源の境界線における予測騒音レベルが環境基準を下回る計画となっております。 

また、自動車出入口など安全面に配慮をした計画としています。敷地内の安全対

策は、つくば市建築基準条例に定められた出入口空地の確保、搬入車の積載スペー

スの確保、来客用、従業員用の駐車場を分けた計画とし、敷地外の安全対策は、自

動車出入口を交差点から離し、来客の自動車の出庫の際は従業員による誘導を行う

など、安全面に配慮した計画としています。 

17 ページ以降は、各図面です。１階平面図、２階平面図、断面図、立面図、北東

からの完成予想パース、南東からのパース、北西からのパースです。 

以上ご説明しました内容を踏まえ、本件申請は環境面および安全面において近隣

への配慮をしており、また、敷地の周囲には緩衝帯として緑地を設け、沿道サービ

ス施設として土地利用の調和に配慮していることから、近隣商業地域における業務

の利便および近隣の住宅地の環境を害するおそれがないと認められ、許可が相当で

あると判断するため、建築審査会の同意をお願いいたします。 

 

○会長 

ご説明ありがとうございました。 

ご質問等ございましたらお願いいたします。 



 

 

○委員 

意見になります。 

基本的には賛成ですが、２点確認をお願いします。 

まず、この場所に立地して良いのかという点です。立地を認める理由として、用

途地域より、地区計画に重きを置いているためということだと思います。本審議の

説明で立地が適切と認める理由は、申請地は地区計画で沿道サービス地区だからと

いう説明であり、地区計画の整備方針等との照合がされていることの確認です。 

２点目は、この建築によって、近隣へ迷惑をかけないというときに、交通処理と

騒音、あと火災についても考慮しないといけないと思います。自動車修理工場は、

燃えやすい物質も扱っていると思います。しかし、今回のエーミング作業を行う場

所では、消防部局が気にするような燃えやすい物質を一切使用しないことにより、

火災においても近隣へ影響を及ぼさないということの確認です。 

以上２点です。申請地が、沿道サービス地区にあって、実際に先行して他の自動

車販売店舗が立地しており、住宅を制限している地区であることから、むしろこの

立地が望ましいというぐらい言っていいと思います。申請地の用途地域が近隣商業

地域であり、業務の利便を図る上で、つくば市の考えとしては、自動車関連施設が

必要と考えているということだと思います。 

あともう１点、景観についても配慮が必要だと思います。申請地周辺に調節池や、

森を残したところがあると思いますので、景観を含めた広い意味での環境への配慮

をしてください。おそらくそういった計画がされていると思いますが、確認です。 

以上、質問ではないですが、確認です。 

 

○会長 

ありがとうございます。 

この意見に関して、事務局側でご意見等ございますか。 

 

○事務局 

 ご意見の中にありましたように、申請地は地区計画で住宅の建築が制限されてお

ります。また、近隣の準工業地域で適した土地が無かったということが、申請者側



 

の土地選定理由です。市としましても適地かどうかの検証を行っております。 

 もう１点の火災についてですが、申請建築物は、建築基準法上の特殊建築物とな

りますので、耐火要求を受け、火災に強い建築物となっております。 

 

○委員 

 追加で意見ですが、本案件と同様に、今後、道路運送車両法の改正により車検を

通せなくなる他の既存自動車販売店舗も増築や改築の要望が出てくると思います。

その時に周辺への迷惑をかけないことをどうコントロールするか、論理をまとめて

おく必要があると思います。基本的には、騒音を出さない、燃えるような物質を置

いていないというようなことで良いと思います。 

 今回はこの案件だけですが、他の地区や、他の施設に波及してくると思います。 

 

○事務局 

 自動車修理工場と呼ばれる建築物は、他の自動車修理工場も本申請建築物と同様

の規格となっております。よって、今回のようなエーミング作業等により、作業場

の床面積が 300 平方メートルを超えるものが出てくると思いますので、今回のケー

スのように建築審査会でご審議いただくことになろうかと思います。 

 

○委員 

 道路運送車両法の改正により、車検を通せない仕組みになっていくのですから、

仕方がないですよね。 

 

○会長 

他にご質問等ございましたらお願いいたします。 

 

○委員 

 ３点質問があります。 

 まず１点目ですが、航空写真を載せた配置図について、北側の交差点付近は緑色

になっているようですが、将来民地で商業施設の建つ可能性のある土地でしょうか。 

 次に２点目ですが、エーミング作業を行わなければ、従来通路として作業場の床



 

面積が 300 平方メートル未満に収まっていたと思います。このエーミング作業が無

ければ、当初の計画では許可不要であったということでしょうか。 

 最後に３点目ですが、車両動線の配置図で、赤色の来客用動線は北側と東側の２

か所からの出入りとなっていますが、青色の搬入用動線は北側の１か所のみの出入

りとなっています。青色の搬入用動線は一方向からのみで、他からの出入りは想定

されていないということの確認です。 

 以上３点です。 

 

○会長 

 事務局側、回答お願いします。 

 

○事務局 

 北側の車道と申請地との間の土地ですが、県所有で歩道となっております。将来、

国道 354 号線バイパスが立体交差する計画となっております。 

 

○委員 

 公共用地ということですね。 

 

○事務局 

 はい。計画としては、スライドに載せている道路計画図のような計画になってお

ります。道路の形態が現在と大分変ってしまうことになります。将来は側道から敷

地に進入することになります。 

 

○委員 

 ありがとうございます。２点目の質問ですが、エーミング作業が無ければ、許可

不要案件であったのでしょうか。 

 

○事務局 

 はい。エーミング作業が無ければ、通路部分と作業場の部分はシャッターで区画

する予定でしたので、作業場の床面積が 300 平方メートル以下となり、当初は許可



 

不要の案件でした。 

 最後のご質問についてですが、搬入に関しては、一般のお客様ではないので、北

側からの出入りに限定しているとのことです。東側からの出入りが来客者の主要な

出入口になるのではないかと考えています。 

 

○委員 

 搬入用動線は、販売車両等を積載した大型車両が通行するということですね。 

 

○事務局 

 はい。北側から進入する計画になっております。 

 

○委員 

 出入口を限定しているということですね。わかりました。 

 

○会長 

ありがとうございます。 

他にご意見等ございますでしょうか。 

私も提案に同意で良いと思います。今後、自動運転等、新しい技術が入ってくる

と建物側も変わっていかざるをえないと思います。当然支援していく必要もあると

思いますので、同意ということでよろしいかと思っています。 

委員会として、同意ということで、よろしいでしょうか。 

 

○委員 

＜異議なし＞ 

 

○会長 

 続きまして、報告事項となります。 

 敷地と道路との関係に関する許可について、事務局から報告をお願いいたします。 

 

○事務局 



 

〔事務局説明〕 

配布資料に基づき、建築基準法第 43 条第２項第２号の規定により許可をしたもの

４件について概要説明を行った。 

 

○会長 

ありがとうございます。 

報告事項ではございますが、ご意見等ございましたらお願いいたします。 

 

○委員 

 農業用倉庫は、可燃物や防火のことが気になります。燃えやすいものをあまり置

かないか、近くの農家の方が管理される倉庫なのか確認しておいてください。それ

で審査会は了解しましたということになると思います。 

 

○会長 

 事務局からご意見等、何かありますか。 

 

○事務局 

 農業用倉庫ですが、前回の建築審査会で一度報告しておりますが、以前は鉄骨造

の倉庫だったのですが、高力ボルトの不足により鉄骨造を諦めて、今回木造に変更

なったということです。 

 

○委員 

 技術が追いついていないということですね。 

 

○事務局 

 建築主の住まいですが、倉庫に隣接しております。 

 

○委員 

 おそらく市街化調整区域での建築は、コンパクトシティ派の方々からすれば、怒

られてしまいそうですね。つまり、理由としては一番に市街化調整区域に住まいが



 

ある方は既得権を持っていますので、保証しない限りは住まいを奪うことはできな

いと思います。それに農業という生業を奪うことも保証しない限り奪うことはでき

ないと思います。 

 また、建築においては構造安全上、以前よりは安全になることが必要であると思

います。住宅等の４号建築物は、確認申請で審査機関の構造審査が省略されますの

で、設計士の方が材料を適切に選定する等の構造安全に配慮した設計が必要です。

今回の建築に関しては、設計士の方が設計変更により構造安全上配慮したものだと

思いますので、支障なしで良いと思います。 

 

○会長 

 よろしいでしょうか。 

報告事項については確認したということで終わりにしたいと思います。 

続きまして、その他の事項（１）建築基準法令等の一部改正について事務局から

説明をお願いいたします。 

 

○事務局 

〔事務局説明〕 

配布資料に基づき、建築基準法令等の一部改正について概要説明を行った。 

 

○会長 

 ありがとうございます。時代の流れと共に建築基準法の内容も変化してきている

のかと思いますが、ご意見等ございましたらお願いいたします。 

 

○委員 

 １点意見があります。今回の法改正により、建築審査会で審議されずに許可でき

るものが出てくると思いますが、その際に建築主や、事業主側に店舗の営業時間に

ついては、了解を得てください。営業の自由は、建築基準法より上位の憲法がある

と思います。営業時間の設定や、営業時間を越える場合は、公共の福祉の観点から

近隣に配慮した対策を講じる旨の合意を建築主、設計士の方から得るようにしてく

ださい。 



 

 

○事務局 

 ありがとうございます。 

 第一種低層や第二種低層住居専用地域内にコンビニエンスストアを設けるには、

意見の聴取を行わなければなりません。近隣住民の方からその意見の聴取の際に、

深夜の営業は控えてほしい等の要望が出れば、その意見を踏まえた上で許可をする

ことになります。 

 

○委員 

 今回の法改正の条件に合わないような物件は、建築審査会の審議にかけてもらえ

ればと思います。 

 

 

○会長 

 ありがとうございます。 

 それでは市内の建築物の動向について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

○事務局 

〔事務局説明〕 

配布資料に基づき、市内の建築物の動向について概要説明を行った。 

 

○会長 

 ありがとうございます。何かご意見等ございましたらお願いいたします。 

先ほどのご説明から、土地区画整理事業地内においても、葛城地区が減少し、中根

・金田台地区が増加し、市内の場所によってかなりビルドアップが違っているのが

よく読めると思います。 

 他、いかがでしょうか。 

 

○委員 

 住宅が増えるのであれば、学校や保育施設等を整備するのが市の役目だと思いま



 

す。また、住む場所、働く場所が別だと思いますので、交通を整備するのも市の仕

事だと思います。 

 つくばは特殊性のある地域なので、他の地域とは違ったまちづくりの答えを探し

ていかなければならないと思います。 

 

○会長 

 ありがとうございます。 

それでは、以上になりますので事務局にお返しします。 

 

○事務局 

長時間にわたりまして、熱心なご審議まことにありがとうございました。 

以上をもちまして、令和元年度第１回つくば市建築審査会を閉会いたします。 

なお、次回の開催予定は令和元年９月 24 日火曜日午前、会場は市役所会議室を予

定しておりますので、よろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。 

 

＜閉会＞ 

 

 



令和元年度第１回つくば市建築審査会会議次第 

 

日 時 令和元年(2019 年)７月 23 日（火） 

午前 10 時～ 

場 所 つくば市役所２階 防災会議室３ 

 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 建築審査会長挨拶 

 

 

３ 都市計画部長挨拶 

 

 

４ 議 事 

建築同意第１号   資料№１  

近隣商業地域内における自動車修理工場の用途に供する建築物の許可について

（建築基準法第48条第９項ただし書） 

 

 

５ 報 告 

 敷地と道路との関係に関する許可について   資料№２  

  （建築基準法第 43 条第２項第２号許可） 

 

 

６ その他 

(1) 建築基準法令等の一部改正について（法第 48 条関係）   資料№３  

(2) 市内の建築物の動向について   資料№４  

 

 

７ 閉 会 

 

 



   資料№１  

 

近隣商業地域内における自動車修理工場の用途に供する建築物の許可について 

 

 

１ 申 請 者 住 所  茨城県古河市旭町二丁目 19 番 35 号 

２ 申 請 者 氏 名  ネッツトヨタつくば株式会社 

                         代表取締役 白戸 仲徳 

３ 建 築 物 の 位 置   茨城県つくば市島名・福田坪一体型特定土地区画整理  

事業Ｇ3 街区１、２、３、４、８画地(仮換地) 

４ 建築物等の概要      

(1) 主 要 用 途     自動車販売店舗兼自動車修理工場 

(2) 工 事 種 別     新築 

(3) 敷 地 面 積     3,398.48 平方メートル 

(4) 建 築 面 積        申請部分      1,617.12 平方メートル 

申請以外の部分     0.00 平方メートル 

合計        1,617.12 平方メートル 

(5) 延 べ 面 積     申請部分       1,598.81 平方メートル 

申請以外の部分       0.00 平方メートル 

合計        1,598.81 平方メートル 

 (6) 申 請 棟 数     ２棟 

  (7) 構造・階数     鉄骨造・地上２階 

 (8) 最高の高さ     8.20 メートル 

 



都市計画図（案内図）
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都市計画図 0 250m 500m

谷田部萱丸線

谷田部花島線

萱丸駅前通り線
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資料№１



つくば市建築審査会

○許可の概要

構造
階数

延べ面積
鉄骨造

２階

134.98㎡

木造

１階

126.69㎡

木造

２階

89.41㎡

木造

２階

112.61㎡

第４号 基準２ つくば市妻木 指定なし 農業用倉庫

第２号 基準３ つくば市吉沼 指定なし 一戸建ての住宅

第３号 基準３ つくば市吉沼 指定なし 一戸建ての住宅

　下記の建築物について，建築基準法（昭和25年法律第201号）第43条第２項第２号の規定により許
可したので、報告する。

用　　途

第１号 基準３ つくば市佐 指定なし 一戸建ての住宅

報告
包括同
意基準

建築物の位置

資料№２

用途地域

報告

令和元年７月23日

つくば市長 五 十 嵐 立 青



報告２・３号

資料№２

報告４号

報告1号



建築基準法の一部改正について
（法第48条関係）

令和元年度 第１回 つくば市建築審査会

令和元年(2019年)７月23日（火）

資料No.３



建築基準法の一部が改正されました。

平成30年６月27日 公布
平成30年９月25日 施行 （３月以内施行）
令和元年６月25日 施行 （１年以内施行）

改正により、これまで特例許可の実績の蓄積があるものについて、
建築審査会の同意を不要とする手続の合理化が行われました。

建築基準法第48条 一部改正について





（用途地域等）
第48条
1～14（略）
15 特定行政庁は、前各項のただし書の規定による許可をする場合においては、
あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見
の聴取を行い、かつ、建築審査会の同意を得なければならない。ただし、前
各項のただし書の規定による許可を受けた建築物の増築、改築又は移転（こ
れらのうち、政令で定める場合に限る。）について許可をする場合において
は、この限りでない。

建築基準法第48条

旧 条文



（用途地域等）
第48条
1～14（略）
15 特定行政庁は、前各項のただし書の規定による許可（次項において「特例
許可」という。）をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係
を有する者の出頭を求めて公開により意見を聴取し、かつ、建築審査会の同
意を得なければならない。

16 前項の規定にかかわらず、特定行政庁は、第１号に該当する場合において
は同項の規定による意見の聴取及び同意の取得を要せず、第２号に該当する
場合においては同項の規定による同意の取得を要しない。
(1) 特例許可を受けた建築物の増築、改築又は移転（これらのうち、政令で
定める場合に限る。）について特例許可をする場合

(2) 日常生活に必要な政令で定める建築物で、騒音又は振動の発生その他の
事象による住居の環境の悪化を防止するために必要な国土交通省令で定め
る措置が講じられているものの建築について特例許可（第１項から第７項
までの規定のただし書の規定によるものに限る。）をする場合

建築基準法第48条

改 条文
政令第130条第１項・第２項



第130条
１ 法第48条第16項第１号の政令で定める場合等は、次に掲げる要件に該当す
る場合とする。
(1) 増築、改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるもの
であること。

(2) 増築又は改築後の法第48条各項（第15項から第17項までを除く。次号
において同じ。）の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積
の合計が、特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えな
いこと。

(3) 法第48条各項の規定に適合しない事由が原動機の出力、機械の台数
又は容器等の容量による場合においては、増築、改築又は移転後のそれら
の出力、台数又は容量の合計が、特例許可を受けた際におけるそれらの
出力、台数又は容量の合計を超えないこと。

建築基準法第48条

改 政令 建築審査会 不要
公開による意見の聴取 不要



第130条
２ 法第48条第16項第２号の政令で定める建築物は、次に掲げるものとする。

(1) 日用品の販売を主たる目的とする店舗で第一種低層住居専用地域又は第
二種低層住居専用地域内にあるもの

(2) 共同給食調理場（２以上の学校（法別表第２(い)項第４号に規定する学
校に限る。）において給食を実施するために必要な施設をいう。）で第一
種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第
二種住居地域又は準住居地域内にあるもの

(3) 自動車修理工場で第一種住居地域、第二種住居地域又は準住居地域内に
あるもの

建築基準法第48条

新 政令
建築審査会 不要



（住居の環境の悪化を防止するために必要な措置）

第10条の４の３

法第48条第16項第２号の国土交通省令で定める措置は、次の建築物に対応して、それぞれ掲げるものとする。

建築物

一 令第130条第２項第１号に掲げる建築物

措置

イ 敷地は、幅員９メートル以上の道路に接するものとすること。

ロ 店舗の用途に供する部分の床面積は、200平方メートル以内とすること。

ハ 敷地内には、専ら、貨物の運送の用に供する自動車（以下この条において「貨物自動車」という。）の駐車及び貨物の積卸しの用に供する駐車施設を設け

ること。

ニ 排気口は、道路（法第42条第２項の規定により道路とみなされるものを除く。次号ヘ及び第３号ルにおいて同じ。）に面するものとすること。ただし、

排気口から当該排気口が面する隣地境界線までの水平距離が４メートル以上ある場合においては、この限りでない。

ホ 生鮮食料品の加工の用に供する場所は、建築物及びその敷地内に設けないこと。

ヘ 専ら喫煙の用に供させるための器具及び設備は、建築物及びその敷地内に設けないこと。

ト 道路の見通しに支障を及ぼすおそれがある塀、柵その他これらに類するものは、敷地内に設けないこと。

チ 商品を陳列し、又は販売する場所は、屋外に設けないこと。

リ ごみ置場は、屋外に設けないこと。ただし、ごみを容器に密閉し、かつ、施錠して保管する場合においては、この限りでない。

ヌ 電気冷蔵庫若しくは電気冷凍庫又は冷暖房設備の室外機を設ける場合においては、当該室外機の騒音の大きさを国土交通大臣が定める方法により計算した

値以下とすること。

ル 午後10時から午前６時までの間において営業を営む場合においては、次に掲げる措置を講じること。

(1) 隣地境界線に沿つて車両の灯火の光を遮る壁その他これに類するものを設けること。

(2) 店舗内には、テーブル、椅子その他の客に飲食をさせるための設備を設けること。ただし、飲食料品以外の商品のみを販売する店舗については、この
限りでない。

(3) 隣地境界線上の鉛直面の内側の照度は、５ルクス以下とすること。

(4) 屋外広告物の輝度は、400カンデラ毎平方メートル以下とすること。

(5) 屋外における照明の射光の範囲は、光源を含む鉛直面から左右それぞれ70度までの範囲とすること。

建築基準法第48条

新 省令
コンビニエンスストアを想定



建築物

二 令第130条第２項第２号に掲げる建築物

措置

イ 調理業務の用に供する部分の床面積は、500平方メートル以内とすること。

ロ 貨物自動車の交通の用に供する敷地内の通路は、幼児、児童又は生徒の通行の用に供する敷地内の通路と交差しな
いものとすること。

ハ 作業場は、臭気を除去する装置を設けることその他の臭気の発散を防止するために必要な措置を講じること。

ニ 敷地内には、専ら貨物自動車の駐車及び貨物の積卸しの用に供する駐車施設を設けること。

ホ 敷地の貨物自動車の出入口の周辺には、見通しを確保するための空地及びガードレールを設けることその他幼児、
児童又は生徒の通行の安全上必要な措置を講じること。

ヘ 排気口は、道路に面するものとすること。ただし、排気口から当該排気口が面する隣地境界線までの水平距離が４
メートル以上ある場合においては、この限りでない。

ト ごみ置場は、屋外に設けないこと。ただし、ごみを容器に密閉し、かつ、施錠して保管する場合においては、この
限りでない。

チ 道路の見通しに支障を及ぼすおそれがある塀、柵その他これらに類するものは、ホの出入口の周辺に設けないこと。

リ 電気冷蔵庫若しくは電気冷凍庫又は冷暖房設備の室外機を設ける場合においては、騒音を防止するために必要なも
のとして国土交通大臣が定める措置を講じること。

ヌ 食品を保管する倉庫その他の設備を設ける場合においては、臭気が当該設備から漏れない構造のものとすること。

ル ボイラーを設ける場合においては、遮音上有効な機能を有する専用室に設けること。ただし、ボイラーの周囲に当
該専用室と遮音上同等以上の効果のある遮音壁を設ける場合においては、この限りでない。

建築基準法第48条

新 省令
学校給食センターを想定



建築物

三 令第130条第２項第３号に掲げる建築物

措置

イ 敷地は、幅員16メートル以上の道路に接するものとすること。

ロ 作業場の床面積は、次の(1)又は(2)に掲げる地域の区分に応じ、それぞれ(1)又は(2)に定める面積以内とすること。

(1) 第一種住居地域及び第二種住居地域 150平方メートル

(2) 準住居地域 300平方メートル

ハ 敷地の自動車の主要な出入口は、イの道路に接するものとし、かつ、その幅は、８メートル以上とすること。

ニ 作業場の主要な出入口は、イの道路に面するものとすること。

ホ ニの出入口が設けられている外壁以外の外壁は、次に掲げるものとすること。

(1) 遮音上有効な機能を有するものとすること。

(2) 開口部を設けないこと。ただし、換気又は採光に必要な最小限度の面積のものとし、かつ、防音上有効な措置を講じたものとする場合においては、

この限りでない。

ヘ 油水分離装置を設けること。

ト 産業廃棄物の保管の用に供する専用室を設けること。

チ 敷地内には、専ら貨物自動車の駐車及び貨物の積卸しの用に供する駐車施設を設けること。

リ ハの出入口の周辺には、見通しを確保するための空地を設けることその他歩行者の通行の安全上必要な措置を講じること。

ヌ ニ の出入口を道路から離して設けることその他騒音を防止するために必要な措置を講じること。

ル 排気口は、道路に面するものとすること。ただし、排気口から当該排気口が面する隣地境界線までの水平距離が４メートル以上ある場合においては、

この限りでない。

ヲ 作業場以外の場所は、作業の用に供しないものとすること。

ワ 作業場は、板金作業及び塗装作業の用に供しないものとすること。

カ 冷暖房設備の室外機を設ける場合においては、騒音を防止するために必要なものとして国土交通大臣が定める措置を講じること。

ヨ 空気圧縮機を設ける場合においては、騒音を防止するために必要なものとして国土交通大臣が定める措置を講じること。

タ 午後６時から午前８時までの間においては、騒音を発する機械を稼働させないこと。

レ 午後10時から午前６時までの間において営業を営む場合においては、次に掲げる措置を講じること。

(1) 隣地境界線上の鉛直面の内側の照度は、10ルクス以下とすること。

(2) 屋外における照明の射光の範囲は、光源を含む鉛直面から左右それぞれ70度までの範囲とすること。

建築基準法第48条

新 省令
自動車修理工場を想定



区域・用途・地区 26年度 27年度 28年度 29年度 30年度

合　　　計 2,036 1,893 2,065 2,254 2,298

（指定確認検査機関に申請） (1,982) (1,857) (2,034) (2,235) (2,273)

（つくば市に申請） (54) (36) (31) (19) (25)

市街化区域 1,397 1,331 1,483 1,734 1,749

市街化調整区域 639 562 582 520 549

一戸建て住宅 1,645 1,527 1,662 1,829 1,854

共同住宅　・　長屋 170 166 233 244 212

（共同住宅等で5階建て以上） （内7） （内2） （内4） （内3） （内5）

店舗，飲食店，事務所など 221 200 170 181 232

葛城地区 457 404 409 455 313

島名　・　福田坪地区 134 100 136 102 128

萱丸地区 271 295 386 600 496

中根　・　金田台地区 43 34 51 42 169

上河原崎　・　中西地区 2 4 14 17 61

合　　　計 907 837 996 1,216 1,167

資料№４

　市内の建築確認申請の実績について、年度ごとの総件数、区域区分別、建築物の用途別及びTX沿線開発
区域内の 区域別毎に集計したものを報告します。（計画変更は除く）

※上記、建築確認申請件数とは、各年度毎の確認済証を交付した件数です。

２　主な計画目標と市における平成30年度実績

　昇降機に係る定期調査報告率

90％以上

80％以上

100%

94.10%

72.07%

94.71%

実　績目　標取　　組　　事　　項

　建築物の完了検査率

　建築物に係る定期調査報告率

市内の建築物の動向及び各種推進計画について（報告）

１　市内の建築物の動向について

TX沿線開発区域内

建築確認申請件数

建築確認申請件数

建築確認申請件数
建築物の用途別

建築確認申請件数
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